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■
忘
れ
ず
に
申
告
し
ま
し
ょ
う

　

令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
で
本
町

に
住
ん
で
い
る
人
は
、
平
成
31
年
１

月
１
日
〜
令
和
元
年
12
月
31
日
の
収

入
に
つ
い
て
申
告
が
必
要
で
す
。

　

株
や
土
地
の
譲
渡
、
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
、
医
療
費
控
除
の
申
告

を
す
る
人
は
、
事
前
に
町
税
務
課
ま

た
は
税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
の
上
、

必
要
書
類
を
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。

　

熊
本
地
震
で
被
害
を
受
け
ら
れ
た

方
は
、
２
月
12
日
（
水
）
か
ら
３
月

16
日
（
月
）
ま
で
熊
本
城
ホ
ー
ル

（
熊
本
市
中
央
区
）
で
申
告
書
事
前

作
成
会
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
早
め

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
申
告
相
談
で
の
注
意
事
項

●
準
備
す
る
も
の

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

・ 

同
世
帯
外
の
方
の
申
告
を
代
理
で

さ
れ
る
場
合
は
、
委
任
状

・
申
告
者
本
人
の
印
か
ん

・ 

申
告
者
本
人
お
よ
び
扶
養
控
除
対

象
者
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
」
ま
た
は
「
個
人
番
号
通
知

カ
ー
ド
」

・ 

給
与
収
入
や
年
金
収
入
が
あ
る
場

合
は
、
源
泉
徴
収
票
・
支
払
調
書

・ 

事
業
（
営
業
・
農
業
・
不
動
産
）

所
得
が
あ
る
場
合
は
、
収
支
内
訳

書
や
経
費
の
領
収
書

・ 

生
命
保
険
料
控
除
な
ど
を
受
け
る

場
合
は
、
控
除
証
明
書

・ 

障
害
者
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、

障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
書
な
ど

・ 

医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、

医
療
費
な
ど
の
領
収
書
と
集
計
を

記
入
し
た
明
細
書

・ 

寄
附
金
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、

証
明
書
や
領
収
書

・ 

所
得
税
の
振
替
納
税
や
還
付
を
受

け
る
場
合
は
、
本
人
名
義
の
通
帳

と
、
そ
の
通
帳
の
登
録
印

・ 

税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
た
確
定
申

告
書
な
ど

　

内
容
に
よ
っ
て
は
、
税
務
署
が
開

設
す
る
申
告
相
談
会
（
熊
本
城
ホ
ー

ル
）
で
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　

熊
本
地
震
に
伴
う
雑
損
控
除
を
新

た
に
受
け
る
人
や
雑
損
控
除
額
に
変

更
が
あ
る
人
は
、
税
務
署
へ
事
前
相

談
の
上
、
税
務
署
開
設
の
申
告
相
談

会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
申
告
相
談
の
日
程
な
ど

▼
申
告
期
間
・
受
付
時
間

　

２
月
17
日
（
月
）
〜
３
月
16
日

（
月
）
午
前
９
時
〜
午
前
11
時
、
午

後
１
時
〜
午
後
４
時

▼
会
場

　

町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
・
研
修
室

■
税
務
署
開
設
の
申
告
相
談
会

　

今
回
の
税
務
署
開
設
の
申
告
相
談

会
場
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
会
場

　

熊
本
城
ホ
ー
ル
（
熊
本
市
中
央
区

桜
町
３
‐
40
）

▼
申
告
相
談
期
間

　

２
月
17
日（
月
）〜
３
月
16
日（
月
）

※
土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
は
除
き

　

ま
す

※ 

２
月
24
日
（
月
）、３
月
１
日
（
日
）

に
限
り
、休
日
も
開
設
さ
れ
ま
す
。

▼
受
付
時
間

　

 

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
町
税
務
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
２

・
熊
本
東
税
務
署

　

TEL
０
９
６
‐
３
６
９
‐
５
５
６
６

令和２年度

■町・県民税、国保税の申告相談の日程一覧

日程
行政区名

午前 午後

２月

17 月 上早川一区・二区・三区・四区・五区

18 火 浅井 下横田

19 水 中横田 吉田

20 木 芝原

21 金 辺場・古閑・八丁・山出 糸田

24 月 熊本城ホールで休日申告相談実施

25 火 早川 中早川・北早川

26 水 北原・田原 府領

27 木 上田口 下田口・和田内

28 金 津志田

３月

１ 日 熊本城ホールで休日申告相談実施

２ 月 南三箇・中山 麻生原・世持

３ 火 船津

４ 水 広瀬・谷内・本坂谷・堂ノ原・西原・小鹿・井戸江・安平・上揚

５ 木 大町・横田・有安

６ 金 緑町 岩下一区・二区

９ 月 仁田子

10 火 下豊内 上豊内

11 水 西寒野 東寒野

12 木 竜野・乙女・白旗地区で上記の日に来れない人

13 金 宮内・甲佐地区で上記の日に来れない人

16 月 予備日

※ ２月17日（月）～21日（金）、25日（火）～28日（金）、
３月２日（月）～６日（金）は、税理士も相談に応じます。
株や土地の売買、住宅借入金等特別控除や消費税の申告に
ついてご相談がある人は、ぜひご利用ください（税理士の
受け付けは午後３時まで）。

町
・
県
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告
相
談
は

２
月
17
日
（
月
）
〜
３
月
16
日
（
月
）
で
す
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

と
は
、
日
本
に
住
民
票
を
有
す
る

す
べ
て
の
方
（
外
国
人
も
含
む
）

が
持
つ
12
桁
の
番
号
で
、
社
会
保

障
や
税
な
ど
の
分
野
で
活
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
顔

写
真
が
掲
載
さ
れ
る
公
的
証
明
書

で
あ
り
、
本
人
確
認
の
際
の
身
分

証
明
書
と
し
て
も
活
用
で
き
ま
す
。

ま
た
、
２
０
２
１
年
３
月
か
ら
は

健
康
保
険
証
と
し
て
の
利
用
も
順

次
開
始
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

町
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
普
及
促
進
の
た
め
、
平
日
の

日
中
に
受
け
取
り
や
申
請
が
難
し

い
方
を
対
象
に
、
臨
時
の
休
日
・

夜
間
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
職
員

が
無
料
で
顔
写
真
を
撮
影
す
る
申

請
サ
ポ
ー
ト
も
行
い
ま
す
。
事
前

に
ご
予
約
の
上
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

■
休
日
窓
口

▼
開
設
日

　

２
月
９
日
（
日
）
午
前
９
時
〜

午
後
１
時

■
夜
間
窓
口

▼
開
設
日

　
２
月
18
日
（
火
）、
27
日
（
木
）

午
後
７
時
ま
で

▼
受
け
取
り
に
必
要
な
書
類

●
本
人
確
認
書
類

　

運
転
免
許
証
（
暗
証
番
号
も
含

む
）、
旅
券
、
身
体
障
が
い
者
手

帳
、
在
留
カ
ー
ド
な
ど
顔
写
真
付

き
の
物
い
ず
れ
か
１
つ

（
被
保
険
者
証
、
介
護
保
険
証
、

年
金
手
帳
、
年
金
証
書
、
学
生
証
、

医
療
受
給
者
証
な
ど
顔
写
真
な
し

の
場
合
、
い
ず
れ
か
２
つ
必
要
で

す
。）

※ 

運
転
免
許
証
の
暗
証
番
号
が
分

か
ら
な
い
場
合
は
、
被
保
険
者

証
な
ど
も
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

● 

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
・
電
子

証
明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書

（
は
が
き
）

●
印
か
ん
（
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可
）

※ 

通
知
カ
ー
ド
や
住
基
カ
ー
ド
を

お
持
ち
の
方
は
、
ご
準
備
く
だ

さ
い
。

※ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
発
行
の

際
に
、
暗
証
番
号
の
設
定
が
必

要
で
す
。

▼
ご
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
住
民
生
活
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　
　
（
内
線
１
０
１
）

マイナンバーカード交付・申請をサポート

平日の来庁が難しい方を対象に臨時の休日・夜間窓口を開設します

i お 知 ら せ
▼

町
の
申
告
相
談
な
ど
の
手
続
き
の
待
ち
時
間
に
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。


